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さいたま地方裁判所新型インフルエンザ等対策本部議事録

日 時:令和2年4月7日 （火）午後5時40分

場所：所長室

参加者：大殿所長(対策本部長）

谷口民事部所長代行者

任介刑事部所長代行者

藍木民事次席書記官

黒田刑事首席書記官

關澤事務局長

本部議事要豈日

新型インフルエンザ等対策本部を設置した。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき，埼玉県を対象と

して緊急事態宣言がされ,裁判所所在地やその周辺に平日の日中に

おける外出自粛要請がされる事態に至った場合には,新型インフル

エンザ等対応業務継続計画(以下「BCP計画」という。）を発動し,

当分の間，発生時継続業務とされている業務（強化・拡充業務・一

般継続業務）のほか，優先度が高いと考えられる業務等を継続する

こととし， それ以外の業務を縮小することについて合意された。

以上


